














令和８年２月１０日庁議　教育総務課 

 

 

 

朝霞市学校施設長寿命化計画（第２期）（案）　概要 

 

■策定経緯 

　本市の小中学校の施設（以下「学校施設」という。）の多くは、昭和 40(1965)年代後半か

ら 50(1975)年代の児童生徒が急増した時期に建設され、小中学校全 15 校のうち築 40 年以

上の学校施設が 5割を占め、経年による老朽化対策が課題となっている。 

令和 2 年 3 月に策定した「朝霞市学校施設長寿命化基本方針」の計画期間が令和７年度末

をもって満了するため、学校施設の改築・改修等の施設整備や維持管理に係る予算の平準化

を実現しつつ、学校施設に求められる機能を確保を考慮した具体的な実施方針・計画として

「朝霞市学校施設長寿命化計画」（以下「本計画」という）を策定する。 

 

■計画概要 

　計画期間：令和 8 年度から令和 17 年度（10年間） 

　対象施設：小学校 10校、中学校 5 校　合計 15 校の校舎、屋内運動場（体育館、武道場）

及びプール施設 

（校舎内にある自校給食施設（調理設備を除く）、放課後児童クラブ、防災倉

庫は、校舎と一体の改修等が想定されるため、本計画の対象施設とする。） 

 

■改築及び長寿命化改修の優先順位【計画書　P31、P34】 

学校施設の老朽化状況や優先度の考え方を踏まえた優先順位は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
優先度 改築 長寿命化改修

 
１位 朝霞第二中学校 朝霞第三中学校

 
２位 朝霞第二小学校 朝霞第四中学校

 
３位 朝霞第一小学校 朝霞第七小学校

 
４位 朝霞第三小学校 朝霞第八小学校
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■第２期の実施計画【計画書　P39】 

 

 

 

■市民コメント・職員コメント結果 

　　実施期間（共通）：令和 7 年 11 月 20 日（木）から令和 7年 12 月 22 日（月）まで 

　　提出者数及び件数：市民コメント　4 名、10 件 

職員コメント　2 名、19 件 

 

■今後のスケジュール 

　　・政策調整会議　令和 8年１月 26 日 

・定例庁議　　　令和 8年 2 月 10 日（予定） 

　　・教育委員会　　令和 8年 3 月（予定）※議決をもって決定 

　　・計画の公表　　令和 8年 3 月（計画決定後） 



令和８年２月１０日庁議　教育総務課 
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朝霞市教育委員会 
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１．計画の背景 

本市の小中学校の施設（以下「学校施設」と いう 。）の多く は、昭和 4 0 ( 19 6 5 ) 年代後半から

5 0 ( 19 7 5 ) 年代の児童生徒が急増した時期に建設されました。小中学校全 15 校のう ち築 4 0 年以上

の学校施設が 5 割を占め、経年による老朽化が進んでいます。これらは、今後一斉に改築時期を迎え

るため、財政面に大きな負担がかかることが考えられ、学校施設の老朽化対策が重要な課題となって

います。 

一方で、学校施設は児童生徒が学び生活する場や、地域住民の生涯学習などの活動の場としてだ

けでなく、災害時の避難所としての役割も 果たすなど、多様化するニーズへの対応も また今後の課題

となっています。 

本市では、これまで児童生徒や地域住民が安心して学校施設を使用できるよう 、耐震補強工事や

非構造部材の耐震対策を行い、学校施設の安全対策を進めてきました。また、児童生徒が快適に学校

生活を送れるよう 、普通教室へのエアコン設置やトイレ改修を行い、令和 5 （2 0 2 3 ）年度までに小・中

学校全 15 校の屋内運動場にエアコンを設置するなど、学校施設の整備充実に努めてきました。 

また、学校施設の改築周期の延長を視野に、学校施設の長寿命化を図って施設整備のコストを総

合的に抑制しつつ、安全・安心で持続的な教育環境を確保していくことを目的に、令和 2 ( 2 0 2 0 ) 年 3

月「朝霞市学校施設長寿命化基本方針」（以下「基本方針」という 。）を策定しました。 

上記の「基本方針」を踏まえて、中長期的な改築・改修等の施設整備や維持管理に係るトータルコス

トの縮減及び予算の平準化を実現しつつ、学校施設に求められる機能を確保するため朝霞市の学校

施設の老朽化等の状況を把握し、学校施設の役割等を考慮した上で、具体的な実施方針・計画として

「朝霞市学校施設長寿命化計画」（以下「本計画」という 。）を策定します。 

 

 

第１章 は じ め に
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２．本計画の位置付け 

国は、平成 2 5 ( 2 0 13 ) 年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、今後急速に老朽化するこ

とが予想されるインフラを対象に、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減や予算の平準

化を図る方向性を示しました。さらに、令和 3 ( 2 0 2 1) 年 6 月にこれまでの取組状況等を踏まえ、「持続

可能なインフラメンテナンス」の実現に向け、今後、推進していくべき取組等をまとめた、第２次の「国土

交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定しています。 

また、文部科学省は、平成 2 7 ( 2 0 15 ) 年 3 月に所管施設等の維持管理を着実に推進するための中

長期的な取組の方向性について、「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定し、その後、

これまでの取組の進捗状況や情報・知見の蓄積状況等を踏まえ、令和 3 ( 2 0 2 1) 年 3 月に計画の改訂

を行いました。 

各地方公共団体でも 、インフラ長寿命化基本計画に基づき、インフラの維持管理・更新等を着実に

推進するための中長期的な取組を明らかにする計画として、「インフラ長寿命化計画（公共施設等総合

管理計画）」を策定するとともに、個別施設ごとの具体的な対応方針を定める計画として、長寿命化計

画（個別施設計画）を策定することが求められました。 

本市では、平成 2 8 ( 2 0 16 ) 年 3 月に、公共施設の維持管理に関する基本的な考え方を示した「朝

霞市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という 。）を策定し、令和 7 ( 2 0 2 5 ) 年８月に建

物系公共施設の個別具体的な維持管理に関する計画「朝霞市建物系公共施設等マネジメント実施計

画（第２期）」を策定しました。 

教育委員会では、令和 2 ( 2 0 2 0 ) 年 3 月に策定した基本方針に基づき、学校施設の改修及び維持

管理を行ってきましたが、社会動向や財政運営状況等を踏まえた上で、学校施設の改修・改築（以下

「改修等」という 。）に関する基本方針及び今後の実施計画等を示すため、本計画を策定し、学校施設

の整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置付け 

【国】 
国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画） 

令和３( 2 0 2 1) 年６月策定

文部科学省インフラ長寿命化計画 
（行動計画） 

令和３( 2 0 2 1) 年３月改訂

【朝霞市】 
朝霞市総合計画

朝霞市公共施設等総合管理計画 
平成 2 8 ( 2 0 16 ) 年 3 月策定 
（令和 4 ( 2 0 2 2 ) 年 2 月追補）

朝霞市教育大綱

朝霞市教育振興基本計画（第３期） 
（令和８( 2 0 2 6 ) 年 2 月策定予定）

朝霞市学校施設長寿命化計画（第２ 期） 
（令和 8 ( 2 0 2 6 ) 年 3 月策定）

図 1-1　長寿命化計画の位置づけ 
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３．本計画の構成と内容 

令和 2 ( 2 0 2 0 ) 年 3 月に策定した基本方針では、文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係

る手引及び同解説書」に基づき、学校施設の構造躯体の強度及び構造躯体以外の劣化状況の調査を

行なっており、本計画はその後から令和 6 ( 2 0 2 4 ) 年度までの修繕履歴をもとに時点修正を加えた結

果を踏まえ、各学校の改修等の優先順位や長寿命化を見据えた改修計画の検討及びコスト試算を行

います。 

また、安全・安心で快適な教育環境の整備充実を図り 、地域とともにある学校づくり を進めるため、

改修・改築時にどのよう な施設整備を行う かを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章　はじめに 

背景・目的等

第２章　学校施設の実態 

児童生徒数の推移や学校施設の劣化状況を把握

第３章　学校施設の目指すべき姿と課題 

学校施設の目指すべき姿を定め課題を整理

第４章　学校施設整備の基本的な方針等 

上位計画及び学校施設の課題を踏まえた基本方針を検討

第５章　学校施設の長寿命化に向けた改修計画 

改修等の優先順位付けと改修計画を検討、長寿命化によるコストを試算

第６章　学校施設の改築や改修、維持管理の効率化手法の事例 

学校施設の改築や改修、維持管理の効率化に関する事例（プール外部委託、包括管理委託、複合化）

第７章　長寿命化にむけた今後の取組 

計画の推進体制、フォローアップ、取組に当たっての留意事項 

図 1-2　本計画の構成 
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４．本計画の期間 

本計画の計画期間は、総合管理計画の計画期間に合わせて令和 4 7 ( 2 0 6 5 ) 年度までとし、その間

の社会状況の変化等を受けて見直しを行う ため、全 5 期の計画としています。 

今回は、本計画の第２期の計画として、令和 8 ( 2 0 2 6 ) 年度～令和 17 ( 2 0 3 5 ) 年度の 10 年間の計

画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

５．対象施設 

本計画で対象とする学校施設は、校舎、屋内運動場（体育館、武道場）及びプール施設とします。 

また、第四小学校、第五小学校及び第八小学校の自校給食施設（給食調理設備を除く）、第四小学

校、第五小学校及び第十小学校の校舎内にある放課後児童クラブ、第四小学校の防災倉庫は、校舎

と一体の改修等が想定されるため、本計画の対象施設とします。 

改築時においては、単独で現存する放課後児童クラブや給食施設等についても 、その時点での児

童数や社会情勢を踏まえ、実施計画時に改築対象（一体化も含む）とするかについて検討します。 

なお、屋外トイレは対象外としますが、バリ アフリ ー化や避難所としての施設整備の観点から、校舎

や体育館の改修等に合わせて整備の検討を行います。 

 

 

本計画の期間 

第１期（5 年間）　 　令和 ３（２０２１）年度　～　令和　7 （2 0 2 5 ）年度 

第２期（１０年間）　　令和 ８（２０２６）年度　～　令和 17 （2 0 3 5 ）年度 

第３期（１０年間）　　令和１８（２０３６）年度　～　令和 2 7 （2 0 4 5 ）年度 

第４期（１０年間）　　令和２８（２０４６）年度　～　令和 3 7 （2 0 5 5 ）年度 

第５期（１０年間）　　令和３８（２０５６）年度　～　令和 4 7 （2 0 6 5 ）年度
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■対象となる学校施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校名 所在地 対象施設 備考

 朝霞第一小学校 朝霞市膝折町 4 -11-7 校舎・体育館・プール

 朝霞第二小学校 朝霞市岡 3 -16 -13 校舎・体育館・プール

 朝霞第三小学校 朝霞市大字浜崎 2 30 校舎・体育館・プール

 
朝霞第四小学校 朝霞市幸町 1-6 -9

校舎・体育館・プール・自校給食施設・ 
放課後児童クラブ・防災倉庫

プールは体育館屋上 
自校給食施設、放課後児童クラブ、 
防災倉庫は校舎内、

 
朝霞第五小学校 朝霞市泉水 3 -16 -1

校舎・体育館・プール・自校給食施設・ 
放課後児童クラブ・

プールは体育館屋上 
自校給食施設、放課後児童クラブは 
校舎内

 朝霞第六小学校 朝霞市本町 1-2 5 -1 校舎・体育館・プール

 朝霞第七小学校 朝霞市北原 2 -6-1 校舎・体育館・プール

 朝霞第八小学校 朝霞市栄町 5 -1-4 1
校舎・体育館・プール・ 
自校給食施設

自校給食施設は校舎内

 朝霞第九小学校 朝霞市大字台 2 9 5 校舎・体育館・プール

 朝霞第十小学校 朝霞市大字溝沼 8 28 -1
校舎・体育館・プール・ 
放課後児童クラブ

放課後児童クラブは校舎内

 朝霞第一中学校 朝霞市大字膝折 2 -3 1 校舎・体育館・武道館・プール プールは校舎屋上

 朝霞第二中学校 朝霞市大字岡 19 9 校舎・体育館・武道館・プール

 朝霞第三中学校 朝霞市大字溝沼 10 4 3-1 校舎・体育館・武道館・プール

 朝霞第四中学校 朝霞市栄町 5 -1-6 0 校舎・体育館・プール

 朝霞第五中学校 朝霞市大字宮戸 15 8 0 校舎・体育館・プール

表 1-1　対象施設一覧 

図 1-3　小・中学校配置図 
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本章では、学校施設の整備状況や児童生徒数等の推移、また、本市の財政状況の傾向や学校施設

関連経費の推移など、学校施設を取り 巻く現状について把握するととも に、老朽化状況の実態を明ら

かにします。 

１．学校施設の現状  

（１）学校施設の整備状況  
本市の学校施設は半数が築 4 0 年以上経過し、経年による老朽化が進んでいる状況です。昭和

5 6 ( 19 8 1) 年以前の旧耐震基準※による学校施設は耐震化が完了していますが、屋上や外壁の改修

や上下水道配管・設備機器の更新等は、不具合の改修など部分的な対応に留まっています。 

第一小学校、第二小学校、第三小学校及び第二中学校の 4 校では、その一部が築 6 0 年を経過

した校舎もあり、経年により 老朽化した学校施設への対応が重要な課題となっています。 

※旧耐震基準とは、建築物の設計において適用される構造基準で、昭和 5 6 ( 19 8 1) 年 5 月 3 1 日までの建築確認にお

いて適用されていた基準のこと。また、その翌日以降に適用されている基準を「新耐震基準」という 。図 2 -1 では、旧耐

震基準を昭和 5 6 （１９８１）年以前、新耐震基準を昭和 5 7 （１９８２）年以降と表記している。 

■築年別整備状況 

  

 

 

 

第２章 学 校 施 設 の 実 態

築 40 年以上　6.7 万㎡（53％）

築 30 年以上　7.0 万㎡（55％）

築 20 年以上　8.2 万㎡（64％）

図 2-1　対象施設の築年別整備状況
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■対象施設の建物概要一覧 

 

凡例　構造・・RC：鉄筋コンクリート造、Ｓ：鉄骨造 
注1） 構造、階数、延床面積は、学校施設台帳（令和７年度）の数値を記載し、延床面積は複数棟の合計、建築年は最も古い棟の建築年とした。 
注2） 「プール施設」は、構造をプール槽の構造、その他の項目をプール付属棟について示した。 
注3） 築年数は令和７（2025）年度を基準とした。 
（*1）自校給食施設・放課後児童クラブを含む 
（*2）プール施設は含まない 
（*3）自校給食施設を含む 
（*4）校舎内の放課後児童クラブを含む 
（*5）武道場及びプール施設を含む 

和暦 西暦

校舎 ＲＣ 4（一部3） 6,833 S36 1961 64

体育館 Ｓ 2 805 S47 1972 53

プール施設 ＲＣ 1 42 S39 1964 61

校舎 ＲＣ（一部Ｓ） 4（一部1～3） 5,175 S34 1959 66

体育館 Ｓ 2 812 S48 1973 52

プール施設 ＲＣ 1 35 S54 1979 46

校舎 ＲＣ 4（一部3） 5,674 S38 1963 62

体育館 Ｓ 2 816 S48 1973 52

プール施設 ＲＣ 1 23 S36 1961 64

校舎（*1） ＲＣ 4（一部2） 10,207 H22 2010 15

体育館（*2） ＲＣ 2 1,675 H22 2010 15

校舎（*1） ＲＣ 5（一部1） 12,144 H22 2010 15

体育館（*2） ＲＣ 2 2,131 H22 2011 14

校舎 ＲＣ 4（一部2） 7,324 Ｓ４６ 1971 54

体育館 Ｓ 2 819 Ｓ５０ 1975 50

プール施設 ＲＣ 1 88 Ｓ４６ 1971 54

校舎 ＲＣ 4（一部3） 5,635 S47 1972 53

体育館 Ｓ 2 809 Ｓ５０ 1975 50

プール施設 ＲＣ 1 107 S47 1972 53

校舎 ＲＣ 4 7,225 Ｓ51 1976 49

体育館 Ｓ 2 840 Ｓ５１ 1976 49

プール施設 ＲＣ 1 107 Ｓ５１ 1976 49

校舎 ＲＣ 4 4,725 Ｓ５７ 1982 43

体育館 Ｓ 2 940 Ｓ５７ 1982 43

プール施設 ＲＣ 1 41 Ｓ５７ 1982 43

校舎（*3） ＲＣ 4 8,306 Ｈ１２ 2000 25

体育館 ＲＣ 2 1,240 Ｈ１２ 2000 25

プール施設 ＲＣ 1 159 Ｈ１２ 2000 25

校舎（*4） ＲＣ 4 12,386 Ｈ18 2006 19

体育館 ＲＣ 2 1,836 Ｈ18 2006 19

校舎 ＲＣ（一部Ｓ） 3（一部1.2） 6,240 Ｓ40 1965 60

体育館 Ｓ 2 1,328 Ｈ4 1992 33

武道場 ＲＣ 2 903 Ｈ4 1992 33

プール施設 ＲＣ 1 58 Ｓ５７ 1982 43

校舎 ＲＣ 4 6,288 S48 1973 52

体育館 Ｓ 2（一部1） 1,329 Ｓ５１ 1976 49

武道場 ＲＣ 2 723 Ｈ3 1991 34

プール施設 ＲＣ 1 10 S54 1979 46

校舎 ＲＣ 4 5,341 Ｓ５２ 1977 48

体育館 Ｓ 2（一部1） 1,460 Ｓ５２ 1977 48

プール施設 ＲＣ 1 10 Ｓ５２ 1977 48

校舎 ＲＣ 4 4,191 Ｓ５３ 1978 47

体育館 Ｓ 2 1,494 S54 1979 46

プール施設 ＲＣ 1 26 S54 1979 46

第十小学校

第四小学校

中

学

校

第一中学校

第二中学校

第三中学校

第四中学校

第五中学校

建築年 築年数
(R7年度基準)

第一小学校

第二小学校

第三小学校

延床面積
（㎡）

階数構造施設名学校名

小

学

校

第五小学校

第六小学校

第七小学校

第八小学校

第九小学校

表 2-1　対象施設の構造等一覧
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（２）人口及び児童生徒数、学級数の推移  
本市は、市域面積 18 .3 4 ｋ㎡、人口 14 万 5 ,9 3 8 人（令和 7 （２０２５）年 1 月 1 日現在）であり 、

東京都心まで 2 0 ㎞圏内にあるため都心への通勤の利便性が高く、また、子育て世代の割合が高い

ことから、人口の増加傾向が続いています。 

駅周辺での集合住宅の建設や、市街化区域に編入された地域や農地の宅地開発が進んでいるた

め、本市の人口は微増傾向が続くものと推計されています。 

第６次総合計画策定にあたって実施した人口推計によると、今後は出生率が低下しながらも 、転

出入が緩やかに均衡に向かう ことが想定され、人口は令和２２（2 0 4 ０）年度まで増加傾向が続き、現

在の人口規模（１４万人超）は、令和３７（2 0 5 5 ）年度頃までは維持される見通しとなっています。 

 

 

出典：第６次朝霞市総合計画 

 図 2-2　本市の将来人口推計
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児童生徒数の総人数は、令和７（２０２５）年５月１日時点で、小学校は 7 ,7 0 3 人、中学校で 3 ,4 5 3

人となっています。小学校の児童数の推計は、令和８（２０２６）年をピークに緩やかに減少傾向に転じ

ていくことが見込まれますが、中学校生徒数及び児童生徒数の総数は令和 11（２０２９）年まで増加し

ていくことが見込まれています。 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校基本調査（令和７（２０２５）年 5 月 1 日） 
注１　令和 6 （２０２４）～７（２０２５）年度の児童数（特別支援学級を除く）は実数です。 
注２　令和 8 （２０２６）年度以降の児童数（特別支援学級を除く）は、住民基本台帳による数値に人口増減等の各統計平均

人数を加除しています。 
注３　学級数は小学校は全学年で 3 5 人学級とした数、また、中学校は令和８（２０２６）年度以降段階的に３５人学級とした

数です。 
注４　令和 8 （２０２６）年度以降の特別支援学級は、各年度に令和７年度の学級数を加算しています。 

令和 8 （2 0 2 6 ）年以降は推計値

0  

1,0 0 0  

2 ,0 0 0  

3 ,0 0 0  

4 ,0 0 0  

5 ,0 0 0  

6 ,0 0 0  

7 ,0 0 0  

8 ,0 0 0  

9 ,0 0 0  

（人）

令和6 年

( 2 0 2 4 年)

令和7 年

( 2 0 2 5 年)

令和8 年

( 2 0 2 6 年)

令和9 年

( 2 0 2 7 年)

令和１０年

( 2 0 2 8 年)

令和１１年

( 2 0 2 9 年)

令和１２年

( 2 0 3 0 年)

令和１３年

( 2 0 3 1年)

0

5 0

10 0

15 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

（学級）

小学校児童・生徒数 小学校学級数

0  

5 0 0  

1,0 0 0  

1,5 0 0  

2 ,0 0 0  

2 ,5 0 0  

3 ,0 0 0  

3 ,5 0 0  

4 ,0 0 0  

4 ,5 0 0  

5 ,0 0 0  

（人）

令和6 年

( 2 0 2 4 年)

令和7 年

( 2 0 2 5 年)

令和8 年

( 2 0 2 6 年)

令和9 年

( 2 0 2 7 年)

令和１０年

( 2 0 2 8 年)

令和１１年

( 2 0 2 9 年)

令和１２年

( 2 0 3 0 年)

令和１３年

( 2 0 3 1年)

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0

12 0

14 0

（学級）

中学校児童・生徒数 中学校学級数

令和 8 （2 0 2 6 ）年以降は推計値

図 2-３　児童生徒数・学級数の推計
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出典：学校基本調査（令和７（２０２５）年度 5 月 1 日） 
注１　令和 6 （２０２４）～７（２０２５）年度の児童数（特別支援学級を除く）は実数です。 
注２　令和 8 （２０２６）年度以降の児童数（特別支援学級を除く）は、住民基本台帳による数値に人口増減等の各統計平均人

数を加除しています。 
注３　学級数は小学校は全学年で 3 5 人学級とした数、また、中学校は令和８（２０２６）年度以降段階的に３５人学級とした数

です。 
注４　令和 8 （２０２６）年度以降の特別支援学級は、各年度に令和７年度の学級数を加算しています。

図 2-4　学校別児童数・学級数の推計(小学校)
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出典：学校基本調査（令和７（２０２５）年度 5 月 1 日） 
注１　令和 6 （２０２4 ）～７（２０２5 ）年度の児童数（特別支援学級を除く）は実数です。 
注２　令和 8 （２０２６）年度以降の児童数（特別支援学級を除く）は、住民基本台帳による数値に人口増減等の各統計平均

人数を加除しています。 
注３　学級数は、令和８（２０２６）年度以降段階的に３５人学級とした数です。 
注４　令和 8 （２０２６）年度以降の特別支援学級は、各年度に令和７年度の学級数を加算しています。 

図 2-5　学校別生徒数・学級数の推計(中学校)
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（３）施設関連経費の把握  
ア．財政状況の傾向 

本市の歳入における主要な財源である市税収入が近年増加している一方で、歳出は福祉サービ

スや保育などに係る社会保障関係経費が増加傾向にあり、歳出全体に占める割合は、年々増加して

います。今後も扶助費や人件費を中心とした義務的経費の増加のほか、公共施設の改修などの普通

建設事業費の増加も見込まれるため、厳しい財政環境が続くことが見込まれます。 

 

イ．施設関連経費の推移 

過去5 年間の学校施設における施設関連経費は、年間約4 .16 億円～5 .4 5 億円で、1年当たり の

平均は4 .9 0 億円となり ます。そのう ち、光熱水費や施設運営に係る委託費等の経常的にかかる費用

（施設管理費）は、1年当たり の平均が約3 .2 0 億円となり 、施設関連経費の約6 5 ％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（円）

令和2(2020)年度 令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 令和６(2024)年度

133,114,208 131,315,019 167,319,724 193,967,882 223,656,098

　施設管理費 283,098,021 314,083,570 371,510,397 312,303,525 322,177,870

維持修繕費 15,686,977 15,121,115 15,450,743 15,114,643 14,839,706

委託他運営費 150,513,802 154,995,565 121,198,329 94,266,281 96,365,405

光熱水費 116,897,242 143,966,890 234,861,325 202,922,601 210,972,759

416,212,229 445,398,589 538,830,121 506,271,407 545,833,968

4.90億円／年

3.20億円／年施設管理費の平均

施設関連経費の平均

　施設整備費

内訳

合計

施設設備費 維持修繕費 委託他運営費 光熱水費

過去 5 年間における 1 年あたりの施設関連経費 
　　　　　　　　　　　　　　4.90 億円

令和２年度     令和３年度     令和４年度      令和５年度     令和６年度 
2 0 0 0 年度     2 0 2 1 年度     ２０２2 年度     2 0 2 3 年度     2 0 2 4 年度

図 2-6　施設関連経費の推移と内訳

表 2-2　施設関連経費の平均(5 年間) （単位：円）
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２．学校施設の老朽化状況の実態  

学校施設の改修の方針や時期等を検討するため、学校施設が今後どの程度の期間使い続けることが

できるのか、建物の状況を整理しました。 

構造躯体の健全性と長寿命化の可否の判定は、基本方針策定時の調査結果に準ずるものとし、構造

躯体以外の屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備・機械設備については、劣化が著しい建物を中心に

現地調査を行い、基本方針策定時の調査結果に改修履歴を反映し総合的に評価を行いました。 

（１）構造躯体の健全性の把握 

長期間に渡って建物を安全に使用するためには、構造躯体が健全でなければなりません。 

基本方針では、過去に実施した耐震診断時の調査データを用いて長寿命化の判定を行っており、判定

の方法の基準を下記のよう に示しています。 

 

 

さらに、鉄筋コンクリ ート造の建物のう ち築年数が６０年を超えるも のは、長寿命化改修を行っても

改修後 2 0 年以上使用できないことから「改築」対象とします。 

 

次ページに、長寿命化の可否の判定フロー図を示します。 

 

 
 

 

ア．耐震基準による判定 

新耐震基準による学校施設は、「長寿命化」対象施設と判定します。 

イ．構造体の強度等による判定 

旧耐震基準による学校施設で耐震診断により耐震性がないと判定された校舎・体育館は、全て耐

震補強が完了しています。 

これらの施設のう ち、鉄筋コンクリ ート造の建物は、耐震診断時のコンクリート圧縮試験の平均強度

( 以下「圧縮強度」という 。）により判定し、コンクリ ート圧縮強度が「13 .5 Ｎ/㎟」を上回るものを「長寿

命化」対象施設とします。 

また、鉄骨造の建物のう ち築年数が4 0 年未満で腐食や劣化の進行が著しく進行していないものを

「長寿命化」対象施設と判定します。 

「長寿命化」対象施設ではない施設は、全て「改築」として区分します。 

長寿命化の可否の判定方法
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図 2-7　長寿命化可否判定と改修優先度 作業フロー



15

構造躯体の健全性の評価結果は次のとおりです。 

（小学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和暦 西暦 基準 診断 補強
調査年度

（*3）
圧縮強度
（Ｎ/ⅿ㎡）

試算上
の区分

002-0 ＲＣ S36 1961 64 旧 済 済 Ｈ８ 35.3 改築

003-0 ＲＣ Ｓ40 1965 60 旧 済 済 Ｈ８ 24.2 改築

020-0 ＲＣ Ｓ49 1974 51 旧 済 済 Ｈ１５ 17.5 長寿命

030-0 ＲＣ Ｓ55 1980 45 旧 済 － － － 長寿命

029-0 ＲＣ Ｈ11 1999 26 新 － － － － 長寿命

体育館 013-0 Ｓ S47 1972 53 旧 済 済 － － 改築

001-0 ＲＣ S34 1959 66 旧 済 済 Ｈ９ 22.1 改築

002-0 ＲＣ Ｓ４４ 1969 56 旧 済 済 Ｈ９ 23.8 長寿命

003-0 ＲＣ Ｓ４６ 1971 54 旧 済 済 Ｈ９ 20.5 長寿命

007-0 ＲＣ Ｓ４６ 1971 54 旧 済 済 Ｈ９ 20.5 長寿命

021-0 Ｓ Ｈ15 2003 22 新 － － － － 長寿命

023-0 ＲＣ Ｓ55 1980 45 旧 済 － Ｈ１５ 45.0 長寿命

022-0 ＲＣ Ｈ17 2005 20 新 － － － － 長寿命

体育館 012-0 Ｓ S48 1973 52 旧 済 済 － － 改築

001-1 ＲＣ S38 1963 62 旧 済 済 Ｈ１０ 27.5 改築

001-2 ＲＣ S38 1963 62 旧 済 済 Ｈ１０ 27.5 改築

001-3 ＲＣ Ｓ40 1965 60 旧 済 済 Ｈ１０ 22.9 改築

003-0 ＲＣ Ｓ４３ 1968 57 旧 済 済 Ｈ１０ 22.2 長寿命

004-0 ＲＣ Ｓ４５ 1970 55 旧 済 済 Ｈ１０ 18.8 長寿命

015-0 ＲＣ Ｓ５２ 1977 48 旧 済 済 Ｈ15 33.9 長寿命

体育館 013-0 Ｓ S48 1973 52 旧 済 済 － － 改築

020-1 ＲＣ H22 2010 15 新 － － － － 長寿命

023-0 ＲＣ H22 2010 15 新 － － － － 長寿命

024-1 ＲＣ H22 2010 15 新 － － － － 長寿命

024-2 ＲＣ H22 2010 15 新 － － － － 長寿命

024-0 ＲＣ H22 2010 15 新 － － － － 長寿命

025-0 ＲＣ H22 2010 15 新 － － － － 長寿命

体育館 026-0 ＲＣ H23 2011 14 新 － － － － 長寿命

001-0 ＲＣ Ｓ４６ 1971 54 旧 済 済 Ｈ１1 18.5 長寿命

006-0 ＲＣ S47 1972 53 旧 済 済 Ｈ１1 25.7 長寿命

007-0 ＲＣ Ｓ５０ 1975 50 旧 済 － Ｈ１5 30.8 長寿命

008-0 ＲＣ Ｓ５０ 1975 50 旧 済 － Ｈ１5 23.4 長寿命

014-0 ＲＣ Ｒ7 2025 0 新 － － － － 長寿命

体育館 009-0 Ｓ Ｓ５０ 1975 50 旧 済 済 － － 改築

001-0 ＲＣ S47 1972 53 旧 済 済 Ｈ１5 23.2 長寿命

007-0 ＲＣ Ｓ５１ 1976 49 旧 済 済 Ｈ１5 26.1 長寿命

010-0 ＲＣ Ｓ５８ 1983 42 新 － － － － 長寿命

012-0 ＲＣ Ｈ17 2005 20 新 － － － － 長寿命

体育館 006-0 Ｓ Ｓ５０ 1975 50 旧 済 済 － － 改築

001-1 ＲＣ Ｓ51 1976 49 旧 済 済 Ｈ１5 26.9 長寿命

001-2 ＲＣ Ｓ５１ 1976 49 旧 済 済 Ｈ１5 26.7 長寿命

002-0 ＲＣ Ｓ５３ 1978 47 旧 済 済 Ｈ１5 28.2 長寿命

012-0 ＲＣ Ｈ20 2008 17 新 － － － － 長寿命

013-0 ＲＣ Ｒ３ 2021 4 新 － － － － 長寿命

014-0 ＲＣ Ｒ３ 2021 4 新 － － － － 長寿命

体育館 006-0 Ｓ Ｓ５１ 1976 49 旧 済 済 － － 改築

001-0 ＲＣ Ｓ５７ 1982 43 新 － － － － 長寿命

008-0 ＲＣ Ｒ７ 2025 0 新 － － － － 長寿命

009-0 Ｓ Ｒ７ 2025 0 新 － － － － 長寿命

体育館 007-0 Ｓ Ｓ５７ 1982 43 新 － － － － 改築

校舎 001-0 ＲＣ Ｈ１２ 2000 25 新 － － － － 長寿命

体育館 002-0 ＲＣ Ｈ１２ 2000 25 新 － － － － 長寿命

築年数
（*2）

小

学

校

第一小学校

第二小学校

第三小学校

第四小学校

第五小学校

第六小学校

第七小学校

第八小学校

学校名 施設名 構造

建築年
棟番号
（*1）

校舎・

体育館

第九小学校

第十小学校

校舎

長寿命化判定耐震安全性

校舎

校舎

校舎

校舎

校舎

校舎

校舎

凡例　構造・・RC：鉄筋コンクリート造、　Ｓ：鉄骨造 
（*1）棟番号は、学校施設台帳にて建物ごとに付している番号である 
（*2）築年数は令和７（2025）年度を基準とした 
（*3）調査年度は耐震診断を実施した年度である 

表 2-３　構造躯体の健全性の評価結果（小学校）
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（中学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和暦 西暦 基準 診断 補強
調査年度

（*3）
圧縮強度
（Ｎ/ⅿ㎡）

試算上
の区分

026-0 ＲＣ Ｈ18 2006 19 新 － － － － 長寿命

027-1 ＲＣ Ｈ18 2006 19 新 － － － － 長寿命

027-2 ＲＣ Ｈ18 2006 19 新 － － － － 長寿命

027-4 ＲＣ Ｈ18 2006 19 新 － － － － 長寿命

028-0 ＲＣ Ｈ18 2006 19 新 － － － － 長寿命

001-1 ＲＣ Ｓ40 1965 60 旧 済 済 Ｈ１1 22.8 長寿命

001-2 ＲＣ Ｓ４１ 1966 59 旧 済 済 Ｈ１1 24.7 長寿命

001-3 ＲＣ Ｓ４１ 1966 59 旧 済 済 Ｈ１1 25.9 長寿命

002-0 ＲＣ Ｓ４２ 1967 58 旧 済 済 Ｈ１1 25.8 長寿命

010-0 ＲＣ S48 1973 52 旧 済 済 Ｈ１5 15.3 長寿命

011-0 ＲＣ Ｓ５０ 1975 50 旧 済 済 Ｈ１5 12.8 改築

012-0 ＲＣ Ｓ５０ 1975 50 旧 済 済 Ｈ１5 19.0 長寿命

017-0 Ｓ Ｓ５８ 1983 42 新 － － － － 長寿命

武道場 022-1 ＲＣ Ｈ4 1992 33 新 － － － － 長寿命

体育館 022-2 Ｓ Ｈ4 1992 33 新 － － － － 長寿命

001-0 ＲＣ S48 1973 52 旧 済 済 Ｈ１5 13.7 長寿命

006-1 ＲＣ Ｓ５１ 1976 49 旧 済 済 Ｈ１5 35.5 長寿命

006-2 ＲＣ S54 1979 46 旧 済 済 Ｈ１5 35.5 長寿命

体育館 005-0 Ｓ Ｓ５１ 1976 49 旧 済 済 － － 改築

武道場 009-0 ＲＣ Ｈ3 1991 34 新 － － － － 長寿命

001-1 ＲＣ Ｓ５２ 1977 48 旧 済 済 Ｈ１5 24.3 長寿命

001-2 ＲＣ Ｓ５２ 1977 48 旧 済 済 Ｈ１5 23.5 長寿命

009-0 ＲＣ Ｓ５７ 1982 43 新 － － － － 長寿命

体育館 007-0 Ｓ Ｓ５２ 1977 48 旧 済 済 － － 改築

001-1 ＲＣ Ｓ５３ 1978 47 旧 済 済 Ｈ１5 30.1 長寿命

001-2 ＲＣ S54 1979 46 旧 済 済 Ｈ１5 32.1 長寿命

体育館 002-0 Ｓ S54 1979 46 旧 済 済 － － 改築

校舎・

体育館

中

学

校

第一中学校

第二中学校

第三中学校

第四中学校

第五中学校

学校名

校舎

校舎

校舎

校舎

施設名
棟番号
（*1）

構造

建築年
築年数
（*2）

耐震安全性 長寿命化判定

凡例　構造・・RC：鉄筋コンクリート造、　Ｓ：鉄骨造 
（*1）棟番号は、学校施設台帳にて建物ごとに付している番号である 
（*2）築年数は令和７（2025）年度を基準とした 
（*3）調査年度は耐震診断を実施した年度である 

表 2-4　構造躯体の健全性の評価結果（中学校）
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（２）構造躯体以外の劣化状況の評価 

学校施設の屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備・機械設備の各部位ごとの劣化状況調査を、

目視調査を主体として行いました。調査に当たっては、目視では確認できない学校施設の不具合につ

いて学校からヒ アリ ングを行ったほか、教育委員会で学期ごとに行っている点検の内容を確認の上、

現地調査を実施しました。 

そして現地調査結果に加えて、過去の改修履歴及び改修からの経過年数を踏まえ、総合的に劣化

状況の評価を行いました。 

 

ア．現地調査の内容 

　　　　現地調査に当たっては、部位毎に以下の視点をもって行いました。 

 

 部位 調査の視点

 
屋根・屋上

・最上階の天井に雨漏りがないか。雨漏りが原因と思われるシミ、カビがないか。 

・屋上防水に、膨れ、剝がれ、破れ、穴開きがないか。 

・金属屋根に、錆、損傷、腐食がないか。

 
外壁

・コンクリ ートが剝落し、鉄筋が露出している箇所はないか。 

・室内側に雨漏りと思われるシミ垂れ、塗装の剥がれがないか。 

・外装材（モルタル・タイル・吹き付け材などの仕上げ材）に、亀裂、浮き、剥離、ひ

び割れ及び破損がないか。 

・建具枠、蝶番などの腐食、変形、ぐらつきがないか。 

・窓枠と外壁との隙間に施されているシーリ ング材に硬化、切れ、剥がれがない

か。

 
内部仕上げ

・床、壁、天井にコンクリ ートの亀裂、ボード類の浮き、損傷がないか。 

・天井ボードの落下や床シートの剥がれなどにより安全性が損なわれているとこ

ろがないか。

 
電気設備・ 

機械設備

・機器や架台に錆、損傷、腐食がないか。 

・漏水、漏油がないか。 

・使用水に赤水、異臭がないか。 

・機器から異音はしていないか。

表２-５　現地調査の視点




